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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテムに第２のユーザを基準とする評価
を付与する評価付与部と、
　前記第２のユーザを基準とする評価が低いアイテムが前記リストに含まれる理由を抽出
する理由抽出部と、
　抽出された前記理由を前記リストとともに表示する表示情報を生成する制御部と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記評価付与部は、アイテムの特徴量に基づいて前記第２のユーザのアイテムに対する
評価を予測するモデルを用いて前記リスト内のアイテムに評価を付与し、
　前記理由抽出部は、アイテムの特徴量のうち前記第１のユーザと前記第２のユーザとの
間の評価の差が大きい特徴量を前記理由として抽出する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記評価付与部は、前記第２のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準と
する協調フィルタリングにより前記リスト内のアイテムに評価を付与し、
　前記理由抽出部は、前記第１のユーザと前記第２のユーザが評価済みのアイテムのうち
両者の評価の差が大きいアイテムを前記理由として抽出する
　請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記評価付与部は、前記第２のユーザが作成した条件に基づいて、前記リスト内のアイ
テムに評価を付与し、
　前記理由抽出部は、前記リスト内のアイテムが満たす割合が低い前記条件を前記理由と
して抽出する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　アイテムの特徴量に基づいて各ユーザのアイテムに対する評価を予測するモデルを学習
する学習部を
　さらに備え、
　前記評価付与部は、前記第１のユーザの前記モデルを用いて生成された前記リスト内の
アイテムに前記第２のユーザの前記モデルを用いて評価を付与する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記評価付与部は、前記第１のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準と
する協調フィルタリングにより予測される評価に基づいて生成された前記リスト内のアイ
テムに、前記第２のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準とする協調フィ
ルタリングにより評価を付与する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記評価付与部は、前記第１のユーザにより作成された条件に基づいて生成された前記
リスト内のアイテムに、前記第２のユーザにより作成された条件に基づいて評価を付与す
る
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記リスト内のアイテムを前記第２のユーザを基準とする評価により区
別して表示する前記表示情報を生成する
　請求項１乃至７のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第２のユーザを基準とする評価が低いアイテムを強調して表示する
前記表示情報を生成する
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　情報処理装置が、
　第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテムに第２のユーザを基準とする評価
を付与し、
　前記第２のユーザを基準とする評価が低いアイテムが前記リストに含まれる理由を抽出
し、
　抽出された前記理由を前記リストとともに表示する表示情報を生成する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項１１】
　第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテムに第２のユーザを基準とする評価
を付与し、
　前記第２のユーザを基準とする評価が低いアイテムが前記リストに含まれる理由を抽出
し、
　抽出された前記理由を前記リストとともに表示する表示情報を生成する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本技術は、情報処理装置、情報処理方法、および、プログラムに関し、特に、ユーザに
アイテムのリストを提示する場合に用いて好適な情報処理装置、情報処理方法、および、
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動画配信や音楽配信といったコンテンツ配信サービスにおいて、ユーザが作成し
たコンテンツのリストであるプレイリストを共有する機能が一般的になっている。
【０００３】
　また、近年、個人の嗜好に合わせプレイリストを自動生成し、提供するサービスも提案
されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２２１１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような状況下で、サーバ等から提供されるプレイリストとユーザの嗜好との間の差
異を把握したいというニーズがある。
【０００６】
　そこで、本技術は、サーバ等から提供されるプレイリストとユーザの嗜好との間の差異
を容易に把握できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術の一側面の情報処理装置は、第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテ
ムに第２のユーザを基準とする評価を付与する評価付与部と、前記第２のユーザを基準と
する評価が低いアイテムが前記リストに含まれる理由を抽出する理由抽出部と、抽出され
た前記理由を前記リストとともに表示する表示情報を生成する制御部とを備える。
【０００９】
　前記評価付与部には、アイテムの特徴量に基づいて前記第２のユーザのアイテムに対す
る評価を予測するモデルを用いて前記リスト内のアイテムに評価を付与させ、前記理由抽
出部には、アイテムの特徴量のうち前記第１のユーザと前記第２のユーザとの間の評価の
差が大きい特徴量を前記理由として抽出させることができる。
【００１０】
　前記評価付与部には、前記第２のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準
とする協調フィルタリングにより前記リスト内のアイテムに評価を付与させ、前記理由抽
出部には、前記第１のユーザと前記第２のユーザが評価済みのアイテムのうち両者の評価
の差が大きいアイテムを前記理由として抽出させることができる。
【００１１】
　前記評価付与部には、前記第２のユーザが作成した条件に基づいて、前記リスト内のア
イテムに評価を付与させ、前記理由抽出部には、前記リスト内のアイテムが満たす割合が
低い前記条件を前記理由として抽出させることができる。
【００１２】
　アイテムの特徴量に基づいて各ユーザのアイテムに対する評価を予測するモデルを学習
する学習部をさらに設け、前記評価付与部には、前記第１のユーザの前記モデルを用いて
生成された前記リスト内のアイテムに前記第２のユーザの前記モデルを用いて評価を付与
させることができる。
【００１３】
　前記評価付与部には、前記第１のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準
とする協調フィルタリングにより予測される評価に基づいて生成された前記リスト内のア
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イテムに、前記第２のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準とする協調フ
ィルタリングにより評価を付与させることができる。
【００１４】
　前記評価付与部には、前記第１のユーザにより作成された条件に基づいて生成された前
記リスト内のアイテムに、前記第２のユーザにより作成された条件に基づいて評価を付与
させることができる。
【００１５】
　前記制御部には、前記リスト内のアイテムを前記第２のユーザを基準とする評価により
区別して表示する前記表示情報を生成させることができる。
【００１６】
　前記制御部には、前記第２のユーザを基準とする評価が低いアイテムを強調して表示す
る前記表示情報を生成させることができる。
【００１７】
　本技術の一側面の情報処理方法は、情報処理装置が、第１のユーザを基準に生成された
リスト内のアイテムに第２のユーザを基準とする評価を付与し、前記第２のユーザを基準
とする評価が低いアイテムが前記リストに含まれる理由を抽出し、抽出された前記理由を
前記リストとともに表示する表示情報を生成するステップを含む。
【００１８】
　本技術の一側面のプログラムは、第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテム
に第２のユーザを基準とする評価を付与し、前記第２のユーザを基準とする評価が低いア
イテムが前記リストに含まれる理由を抽出し、抽出された前記理由を前記リストとともに
表示する表示情報を生成するステップを含む処理をコンピュータに実行させる。
【００１９】
　本技術の一側面においては、第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテムに第
２のユーザを基準とする評価が付与され、前記第２のユーザを基準とする評価が低いアイ
テムが前記リストに含まれる理由が抽出され、抽出された前記理由を前記リストとともに
表示する表示情報が生成される。
【発明の効果】
【００２０】
　本技術の一側面によれば、サーバ等から提供されるアイテムのリストとユーザの嗜好と
の間の差異を容易に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本技術を適用した情報処理システムの一実施の形態を示すブロック図である。
【図２】プレイリスト生成処理を説明するためのフローチャートである。
【図３】コンテンツの特徴量の例を示す図である。
【図４】コンテンツに対するユーザの評価値の例を示す図である。
【図５】ユーザプロファイルの例を示す図である。
【図６】コンテンツの特徴量の例を示す図である。
【図７】コンテンツに付与されるスコアの例を示す図である。
【図８】プレイリスト－ユーザテーブルの構成例を示す図である。
【図９】プレイリスト詳細テーブルの構成例を示す図である。
【図１０】プレイリスト提示処理を説明するためのフローチャートである。
【図１１】ユーザプロファイルの例を示す図である。
【図１２】コンテンツに対するユーザの評価値の例を示す図である。
【図１３】プレイリストの表示方法の第１の例を示す図である。
【図１４】プレイリストの表示方法の第２の例を示す図である。
【図１５】プレイリストの表示方法の第３の例を示す図である。
【図１６】プレイリストの表示方法の第４の例を示す図である。
【図１７】プレイリストの表示方法の第５の例を示す図である。
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【図１８】コンピュータの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態という）について説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。
１．実施の形態
２．変形例
【００２３】
＜１．実施の形態＞
［情報処理システム１の構成例］
　図１は、本技術を適用した情報処理システムの一実施の形態を示すブロック図である。
【００２４】
　情報処理システム１は、サーバ１１およびクライアント１２－１乃至１２－ｎを含むよ
うに構成される。サーバ１１とクライアント１２－１乃至１２－ｎは、ネットワーク１３
を介して相互に接続されている。
【００２５】
　なお、以下、クライアント１２－１乃至１２－ｎを個々に区別する必要がない場合、単
に、クライアント１２と称する。
【００２６】
　サーバ１１は、各クライアント１２に対して、動画や音楽等のコンテンツの配信サービ
スを提供する。また、サーバ１１は、コンテンツのリストであるプレイリストの作成を支
援したり、各ユーザが作成したプレイリストを複数のユーザで共有したりする機能を有す
る。さらに、サーバ１１は、プレイリストを自動で生成し、各ユーザに提供する機能を有
する。
【００２７】
　なお、以下、サーバ１１が音楽配信サービスを提供する例を中心に説明する。
【００２８】
　サーバ１１は、フィードバック保存部２１、プロファイル作成部２２、プロファイル保
存部２３、コンテンツ特徴量保存部２４、評価付与部２５、プレイリスト生成部２６、プ
レイリスト保存部２７、プロファイル類似度計算部２８、ソーシャルグラフ保存部２９、
プレイリスト選択部３０、差分抽出部３１、差分保存部３２、差分理由抽出部３３、表示
制御部３４、および、通信部３５を含むように構成される。なお、この図では、主にサー
バ１１のプレイリストの生成および提供に関係する部分のみを示しており、その他の部分
については一部図示を省略している。
【００２９】
　フィードバック保存部２１は、各クライアント１２からネットワーク１３を介して通信
部３５に送信される情報の中から、コンテンツに対する各ユーザのフィードバックに関す
る情報（以下、フィードバック情報と称する）を収集し、保存する。ここで、コンテンツ
に対するフィードバックとは、各ユーザのコンテンツに対する反応であり、例えば、好き
／嫌いや、５段階評価等により表される。
【００３０】
　プロファイル作成部２２は、フィードバック保存部２１に保存されているフィードバッ
ク情報や、各クライアント１２からネットワーク１３および通信部３５を介して供給され
る指令等に基づいて、各ユーザのユーザプロファイルを作成する。ここで、ユーザプロフ
ァイルとは、各ユーザのコンテンツに対する嗜好を示すデータであり、各コンテンツに対
するユーザの評価の予測等に用いられる。プロファイル作成部２２は、作成した各ユーザ
のユーザプロファイルをプロファイル保存部２３に保存する。
【００３１】
　コンテンツ特徴量保存部２４は、サーバ１１が配信する各コンテンツの特徴量を示す情
報を保存する。
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【００３２】
　評価付与部２５は、プロファイル保存部２３に保存されているユーザプロファイル、お
よび、コンテンツ特徴量保存部２４に保存されている各コンテンツの特徴量に基づいて、
各コンテンツに対する各ユーザの評価を予測する。そして、評価付与部２５は、予測した
評価を示すスコアを各コンテンツに付与する。評価付与部２５は、各ユーザの各コンテン
ツに対するスコアを示す情報をプレイリスト生成部２６に供給する。
【００３３】
　また、評価付与部２５は、プレイリスト選択部３０により選択されたプレイリスト（以
下、対象プレイリストと称する）に関する情報をプレイリスト保存部２７から読み出す。
そして、評価付与部２５は、対象プレイリストを提示する対象となるユーザ（以下、アク
ティブユーザと称する）のユーザプロファイルおよびコンテンツの特徴量に基づいて、対
象プレイリスト内のコンテンツに対するアクティブユーザの評価を予測する。また、評価
付与部２５は、予測した評価を示すスコアを対象プレイリスト内の各コンテンツに付与す
る。そして、評価付与部２５は、対象プレイリストに関する情報にプレイリスト内の各コ
ンテンツのスコアを示す情報を付与して、差分抽出部３１に供給する。
【００３４】
　プレイリスト生成部２６は、評価付与部２５から供給される各ユーザの各コンテンツに
対するスコアを示す情報、および、各クライアント１２からネットワーク１３および通信
部３５を介して供給される指令等に基づいて、プレイリストを生成する。プレイリスト生
成部２６は、生成したプレイリストをプレイリスト保存部２７に保存する。
【００３５】
　プロファイル類似度計算部２８は、各ユーザ間のユーザプロファイルの類似度を計算し
、計算した類似度を示す情報をプレイリスト選択部３０に供給する。
【００３６】
　ソーシャルグラフ保存部２９は、各クライアント１２からネットワーク１３を介して通
信部３５に送信される情報の中から、ソーシャルサービス上での各ユーザの関係を示すソ
ーシャルグラフに関する情報を収集し、保存する。
【００３７】
　なお、このソーシャルサービスは、サーバ１１が提供するサービスであってもよいし、
他のサーバが提供するサービスであってもよい。また、例えば、他のサーバが提供するソ
ーシャルサービスのソーシャルグラフを示す情報を当該サーバから取得し、ソーシャルグ
ラフ保存部２９に保存するようにしてもよい。
【００３８】
　プレイリスト選択部３０は、ユーザ間のユーザプロファイルの類似度、ソーシャルグラ
フ保存部２９に保存されているソーシャルグラフ、各クライアント１２からネットワーク
１３および通信部３５を介して供給される指令等に基づいて、プレイリスト保存部２７に
保存されているプレイリストの中から、アクティブユーザに提示する対象プレイリストを
選択する。プレイリスト選択部３０は、対象プレイリストの選択結果を評価付与部２５に
供給する。
【００３９】
　差分抽出部３１は、対象プレイリスト内のコンテンツのうち、アクティブユーザを基準
に生成されるプレイリストに含まれる可能性が低いコンテンツを差分コンテンツとして抽
出する。ここで、あるユーザを基準に生成されるプレイリストとは、当該ユーザの嗜好を
反映したプレイリストであり、例えば、当該ユーザが自分で作成したり、当該ユーザのユ
ーザプロファイルを用いて生成されるプレイリストを含む。そして、差分抽出部３１は、
対象プレイリストに関する情報に、差分コンテンツを示す情報を付与して、差分保存部３
２に保存する。
【００４０】
　差分理由抽出部３３は、フィードバック保存部２１に保存されているフィードバック情
報、プロファイル保存部２３に保存されているユーザプロファイル、コンテンツ特徴量保
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存部２４に保存されている各コンテンツの特徴量、および、差分保存部３２に保存されて
いる対象プレイリストに関する情報に基づいて、対象プレイリストに差分コンテンツが含
まれる理由を示す差分理由を抽出する。差分理由抽出部３３は、抽出した差分理由を示す
情報を表示制御部３４に供給する。
【００４１】
　表示制御部３４は、対象プレイリストに関する情報を差分保存部３２から読み出し、対
象プレイリストを表示するためのプレイリスト表示データを生成する。そして、表示制御
部３４は、通信部３５およびネットワーク１３を介して、アクティブユーザのクライアン
ト１２にプレイリスト表示データを送信することにより、アクティブユーザのクライアン
ト１２におけるプレイリストの表示を制御する。
【００４２】
　通信部３５は、ネットワーク１３を介して各クライアント１２と通信を行い、コンテン
ツ配信サービスに関わる各種の情報や指令等の送受信を行う。
【００４３】
［プレイリスト生成処理］
　次に、図２のフローチャートを参照して、サーバ１１により実行されるプレイリスト生
成処理について説明する。
【００４４】
　ステップＳ１において、プロファイル作成部２２は、各ユーザのユーザプロファイルを
作成する。プロファイル作成部２２は、作成した各ユーザのユーザプロファイルをプロフ
ァイル保存部２３に保存する。
【００４５】
　ステップＳ２において、評価付与部２５およびプレイリスト生成部２６は、プレイリス
トを生成する。プレイリスト生成部２６は、生成したプレイリストをプレイリスト保存部
２７に保存する。
【００４６】
　その後、プレイリスト生成処理は終了する。
【００４７】
　ここで、プレイリスト生成処理の具体例について説明する。
【００４８】
（ＣＢＦを用いる場合）
　最初に、コンテントベースフィルタリング（ＣＢＦ）を用いてプレイリストを生成する
場合について説明する。
【００４９】
　まず、プロファイル作成部２２は、各ユーザのコンテンツに対するフィードバックとコ
ンテンツの特徴量を組み合わせて、多変量解析や機械学習等の方法で、コンテンツの特徴
量に基づいて各ユーザのコンテンツに対する評価を予測するモデルを学習する。そして、
プロファイル作成部２２は、学習したモデルのパラメータを各ユーザのプロファイルとし
て、プロファイル保存部２３に保存する。
【００５０】
　ここで、図３乃至図５を参照して、ユーザプロファイルの作成方法の具体例について説
明する。なお、図３は、コンテンツの特徴量の具体例を示している。この例では、各コン
テンツについて、テンポ、音の密度、リズム楽器の比の３種類の特徴量が求められている
。図４は、ユーザＵ１の各コンテンツに対する評価値の具体例を示している。
【００５１】
　図３のコンテンツ特徴量、および、図４のコンテンツに対する評価値に基づいて、線形
回帰を行った場合、図５に示されるように、回帰関数における各特徴量の重み及び定数項
が求まる。プロファイル作成部２２は、この回帰関数における各特徴量の重み及び定数項
を含むプロファイルを、ユーザＵ１のプロファイルとして作成する。そして、プロファイ
ル作成部２２は、作成したユーザＵ１のユーザプロファイルをプロファイル保存部２３に
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保存する。
【００５２】
　次に、評価付与部２５およびプレイリスト生成部２６は、プロファイル作成部２２によ
り作成された各ユーザのユーザプロファイルを用いて、各ユーザを基準とするプレイリス
トを生成する。
【００５３】
　例えば、図６に示されるプレイリスト用のコンテンツの候補を用いて、図５に示される
ユーザＵ１のユーザプロファイルに基づいて、ユーザＵ１を基準とするプレイリストを生
成する場合について説明する。なお、図６は、図３と同様に、コンテンツＣ１１乃至Ｃ１
５の、テンポ、音の密度、リズム楽器の比についての特徴量を示している。
【００５４】
　例えば、評価付与部２５は、図５に示されるユーザプロファイルを用いて、コンテンツ
Ｃ１１乃至Ｃ１５に対するユーザＵ１の評価値を予測し、予測した評価値を示すスコアを
各コンテンツに付与する。評価付与部２５は、ユーザＵ１の各コンテンツに対するスコア
を示す情報をプレイリスト生成部２６に供給する。
【００５５】
　図７は、コンテンツＣ１１乃至Ｃ１５に対するユーザＵ１の予測評価値に基づくスコア
を示している。
【００５６】
　なお、プレイリスト用のコンテンツの候補の中に、ユーザがすでに評価済みのコンテン
ツが含まれる場合、予測評価値の代わりに実際の評価値をスコアとして用いるようにして
もよい。
【００５７】
　次に、プレイリスト生成部２６は、スコアが所定の閾値以上となるコンテンツを抽出し
、さらにスコアが高い順にコンテンツを並べることにより、プレイリストを生成する。例
えば、図７の例において閾値を３に設定した場合、コンテンツＣ１１、Ｃ１３、Ｃ１４が
抽出され、コンテンツＣ１１、Ｃ１４、Ｃ１３の順に並べたプレイリストが、ユーザＵ１
を基準とするプレイリストとして生成される。そして、プレイリスト生成部２６は、生成
したプレイリストをプレイリスト保存部２７に保存する。
【００５８】
（ＣＦを用いる場合）
　次に、協調フィルタリング（ＣＦ）を用いてプレイリストを生成する場合について説明
する。
【００５９】
　まず、プロファイル作成部２２は、コンテンツの特徴量を使用せずに、各ユーザが過去
に各コンテンツに付与した評価値の集合を、各ユーザのユーザプロファイルとして作成し
、プロファイル保存部２３に保存する。
【００６０】
　次に、評価付与部２５およびプレイリスト生成部２６は、プロファイル作成部２２によ
り作成された各ユーザのユーザプロファイルを用いて、各ユーザを基準とするプレイリス
トを生成する。
【００６１】
　具体的には、まず、評価付与部２５は、ユーザが過去に付与したコンテンツに対する評
価値を基に協調フィルタリングにより、プレイリスト用のコンテンツの候補に対する当該
ユーザの評価値を予測する。そして、評価付与部２５は、予測した評価値を示すスコアを
各コンテンツに付与する。評価付与部２５は、各コンテンツに対するスコアを示す情報を
プレイリスト生成部２６に供給する。
【００６２】
　例えば、ユーザｕが未評価のコンテンツｉの予測評価値Ｅｉは、ユーザｕの評価値集合
（ユーザプロファイル）を基準にして、ユーザｕの評価値集合と他のユーザｖの評価値集
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合のPeason相関値ρｕｖをユーザ間の重みとして、次式（１）により算出することができ
る。
【００６３】
【数１】

【００６４】
　ここで、ａｒｕは、ユーザｕの評価値の平均値、ｒｖｉは、ユーザｖのコンテンツｉに
対する評価値を示す。
【００６５】
　なお、プレイリスト用のコンテンツの候補の中に、ユーザがすでに評価済みのコンテン
ツが含まれる場合、予測評価値の代わりに実際の評価値をスコアとして用いるようにして
もよい。
【００６６】
　次に、プレイリスト生成部２６は、ＣＢＦを用いる場合と同様に、スコアが所定の閾値
以上となるコンテンツを抽出し、さらにスコアが高い順にコンテンツを並べることにより
、プレイリストを生成する。
【００６７】
（ユーザが作成したルールを用いる場合）
　次に、ユーザが自ら作成したルールを用いてプレイリストを生成する場合について説明
する。
【００６８】
　例えば、プロファイル作成部２２は、各ユーザからの指令に基づいて、コンテンツの特
徴量に基づく１つ以上の条件（以下、コンテンツ判定条件と称する）を含み、コンテンツ
の抽出や評価に用いるルールをユーザプロファイルとして作成する。コンテンツ判定条件
は、例えば、”テンポが６０以上”、”音の密度が４０以上６０未満”のように表される
。
【００６９】
　このとき、ユーザが自らコンテンツ判定条件を設定するようにしてもよいし、予め用意
された複数のコンテンツ判定条件の中からユーザが選択するようにしてもよい。また、複
数のコンテンツ判定条件をＡＮＤやＯＲ等で組み合わせて、ルールを作成するようにして
もよい。そして、プロファイル作成部２２は、各ユーザが作成したルールからなるユーザ
プロファイルをプロファイル保存部２３に保存する。
【００７０】
　次に、評価付与部２５は、プレイリスト用の各コンテンツに対して、基準とするユーザ
のユーザプロファイル内のコンテンツ判定条件に対する充足率を求め、求めた充足率を示
すスコアを各コンテンツに付与する。例えば、コンテンツ判定条件が１つの場合、スコア
は０か１の２値で表され、コンテンツ判定条件が２つの場合、スコアは０，０．５，１の
３値で表される。そして、評価付与部２５は、各コンテンツに対するスコアを示す情報を
プレイリスト生成部２６に供給する。
【００７１】
　なお、充足率の算出において、ＯＲで結合されている２つ以上のコンテンツ判定条件は
まとめて１つのコンテンツ判定条件とみなされる。例えば、ユーザプロファイルに（コン
テンツ判定条件１　ＯＲ　コンテンツ判定条件２）と示されている場合、２つの条件をま
とめて１つのコンテンツ判定条件とみなされる。一方、ユーザプロファイルに（コンテン
ツ判定条件１　ＡＮＤ　コンテンツ判定条件２）と示されている場合、それぞれ別の２つ
のコンテンツ判定条件とみなされる。
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【００７２】
　そして、プレイリスト生成部２６は、ＣＢＦやＣＦを用いる場合と同様に、スコアが所
定の閾値以上となるコンテンツを抽出し、さらにスコアが高い順にコンテンツを並べるこ
とにより、プレイリストを生成する。
【００７３】
（その他のプレイリスト生成処理）
　なお、上述したようにユーザプロファイルを用いてプレイリストを自動生成する以外に
も、ユーザが自分でプレイリストを作成するようにしてもよい。この場合、例えば、プレ
イリスト生成部２６は、ユーザから指定されたコンテンツを、指定された順序で並べるこ
とにより、プレイリストを生成する。このとき、プレイリスト内の各コンテンツに対して
、ユーザがスコアを付与するようにしてもよい。
【００７４】
　さらに、例えば、プレイリスト生成部２６が、最近のヒットチャートや、ユーザ投票な
どによるランキング等に基づいて、各ユーザに共通なプレイリストを生成するようにして
もよい。このとき、プレイリスト生成部２６が、所定の基準によりプレイリスト内の各コ
ンテンツにスコアを付与するようにしてもよい。
【００７５】
　図８および図９は、プレイリスト保存部２７に保存されるデータの構成例を示している
。
【００７６】
　図８は、各プレイリストとユーザとを対応付けるプレイリスト－ユーザテーブルの構成
例を示している。プレイリスト－ユーザテーブルは、プレイリストを識別するためのプレ
イリストＩＤおよびユーザを識別するためのユーザＩＤの２項目を含む。この例では、例
えば、プレイリストＰＬ１が、ユーザＵ１を基準に生成されたプレイリストであることが
示されている。
【００７７】
　図９は、各プレイリストの詳細を示すプレイリスト詳細テーブルの構成例を示している
。プレイリスト詳細テーブルは、プレイリストＩＤ、プレイリスト内の各コンテンツの順
序を示すプレイリスト内順序、コンテンツＩＤ、各コンテンツに付与されているスコアの
４項目を含む。
【００７８】
　なお、以下、あるユーザを基準に生成されたプレイリストのことを、単に当該ユーザの
プレイリストとも称する。
【００７９】
［プレイリスト提示処理］
　次に、図１０のフローチャートを参照して、サーバ１１により実行されるプレイリスト
提示処理について説明する。
【００８０】
　ステップＳ５１において、プレイリスト選択部３０は、アクティブユーザに提示するプ
レイリスト（対象プレイリスト）を選択する。なお、対象プレイリストの選択方法は特に
限定されるものではないが、以下に選択方法の具体例をいくつか挙げる。
【００８１】
　例えば、アクティブユーザと類似するユーザのプレイリストを選択することが考えられ
る。この場合、例えば、プロファイル類似度計算部２８は、アクティブユーザと他のユー
ザとの間のユーザプロファイルの類似度を計算し、計算結果をプレイリスト選択部３０に
供給する。プレイリスト選択部３０は、例えば、類似度が上位の所定の人数のユーザ、あ
るいは、類似度が所定の閾値以上のユーザを、アクティブユーザと類似するユーザとして
抽出する。そして、プレイリスト選択部３０は、抽出したユーザのプレイリストの中から
所定の数のプレイリストを、アクティブユーザに提示する対象プレイリストとして選択す
る。
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【００８２】
　なお、ユーザプロファイル以外のユーザ属性等に基づいて、アクティブユーザと類似す
るユーザを抽出するようにしてもよい。
【００８３】
　また、例えば、アクティブユーザと関係のあるユーザのプレイリストを選択することが
考えられる。なお、ここで、アクティブユーザと関係のあるユーザとは、例えば、サーバ
１１等が提供するソーシャルサービス上でアクティブユーザと友人関係にあるユーザや、
アクティブユーザがフォローしているユーザ等のことである。
【００８４】
　例えば、プレイリスト選択部３０は、ソーシャルグラフ保存部２９に保存されているソ
ーシャルグラフに基づいて、アクティブユーザと関係のあるユーザの中から所定の人数の
ユーザを抽出する。そして、プレイリスト選択部３０は、抽出したユーザのプレイリスト
の中から所定の数のプレイリストを、アクティブユーザに提示する対象プレイリストとし
て選択する。
【００８５】
　さらに、例えば、アクティブユーザが直接プレイリストを選択するようにしてもよい。
すなわち、プレイリスト選択部３０は、プレイリスト保存部２７に保存されているプレイ
リストの中から、アクティブユーザにより指定されたプレイリストを対象プレイリストと
して選択する。
【００８６】
　そして、プレイリスト選択部３０は、対象プレイリストの選択結果を評価付与部２５に
供給する。
【００８７】
　なお、以下、対象プレイリストを生成する際に基準とされたユーザを比較対象ユーザと
称する。換言すれば、対象プレイリストは、比較対象ユーザのユーザプロファイルを用い
て作成されたり、比較対象ユーザが自ら作成したプレイリストとなる。
【００８８】
　なお、プレイリスト生成部２６が、上述したようにヒットチャートやランキング等に基
づいて生成した各ユーザに共通なプレイリストには、比較対象ユーザは存在しない。
【００８９】
　ステップＳ５２において、サーバ１１は、差分コンテンツを抽出する。具体的には、評
価付与部２５は、対象プレイリストに関する情報をプレイリスト保存部２７から読み出し
、対象プレイリスト内の各コンテンツに対して、アクティブユーザを基準とするスコアを
付与する。評価付与部２５は、対象プレイリストに関する情報にプレイリスト内の各コン
テンツのスコアを示す情報を付与して、差分抽出部３１に供給する。
【００９０】
　差分抽出部３１は、アクティブユーザのスコアに基づいて、対象プレイリスト内のコン
テンツの中から差分コンテンツを抽出する。差分抽出部３１は、対象プレイリストに関す
る情報に、差分コンテンツを示す情報を付与して、差分保存部３２に保存する。
【００９１】
　ステップＳ５３において、差分理由抽出部３３は、対象プレイリストに差分コンテンツ
が含まれる理由を示す差分理由を抽出する。差分理由抽出部３３は、抽出した差分理由を
示す情報を表示制御部３４に供給する。
【００９２】
　ここで、ステップＳ５２およびＳ５３の処理の具体例について説明する。
【００９３】
(ＣＢＦを用いて生成された対象プレイリストの場合)
　最初に、ＣＢＦを用いて生成された対象プレイリストから差分コンテンツおよび差分理
由を抽出する場合について説明する。
【００９４】
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　まず、評価付与部２５は、プレイリストを生成する場合と同様の方法により、アクティ
ブユーザのユーザプロファイルを用いて、対象プレイリスト内の各コンテンツのスコアを
算出する。これにより、対象プレイリスト内の各コンテンツに対してアクティブユーザを
基準とするスコアが付与される。評価付与部２５は、対象プレイリストに関する情報にプ
レイリスト内の各コンテンツのスコアを示す情報を付与して、差分抽出部３１に供給する
。
【００９５】
　差分抽出部３１は、対象プレイリスト内のコンテンツの中から、アクティブユーザのス
コアが所定の閾値未満のコンテンツを差分コンテンツとして抽出する。そして、差分抽出
部３１は、対象プレイリストに関する情報に、差分コンテンツを示す情報を付加して、差
分保存部３２に保存する。
【００９６】
　次に、差分理由抽出部３３は、差分コンテンツのスコアが低くなった要因となるコンテ
ンツの特徴量を差分理由として抽出する。すなわち、差分理由抽出部３３は、コンテンツ
の各特徴量のうちアクティブユーザと比較対象ユーザとの間で評価の差が大きい特徴量を
差分理由として抽出する。
【００９７】
　例えば、線形回帰を用いてユーザプロファイルが生成されている場合、差分理由抽出部
３３は、｛アクティブユーザの回帰係数，比較対象ユーザの回帰係数，差分コンテンツの
特徴量｝の組が、｛小，大，正の値｝または｛大，小，負の値｝となる特徴量を差分理由
として抽出する。前者は、差分コンテンツの各特徴量のうち、アクティブユーザの評価が
低く、比較対象ユーザの評価が高く、かつ、正の値をとる特徴量である。後者は、差分コ
ンテンツの各特徴量のうち、アクティブユーザの評価が高く、比較対象ユーザの評価が低
く、かつ、負の値をとる特徴量である。両者とも、その特徴量についてのアクティブユー
ザのスコアが、比較対象ユーザのスコアより大幅に低くなるケースである。
【００９８】
　例えば、ユーザＵ１（アクティブユーザ）およびユーザＵ２（比較対象ユーザ）のユー
ザプロファイル（回帰係数）が、それぞれ図５および図１１に示されるようになり、図９
のプレイリストＰＬ２が対象プレイリストに選択されている場合について検討する。
【００９９】
　この場合、テンポに対する回帰係数が、ユーザＵ１が低く、ユーザＵ２が高く、かつ、
その差が大きい。また、プレイリストＰＬ２内のコンテンツＣ１５，Ｃ１２ともに、図６
に示されるように、テンポに対する特徴量が正の値となっている。従って、この場合、コ
ンテンツの特徴量の中から、テンポが差分理由として抽出される。
【０１００】
　なお、回帰係数の大、小については、例えば、全ユーザの回帰係数の平均を基準にして
、１σ（標準偏差）以上大きい場合を大と判定し、１σ以上小さい場合を小と判定するこ
とが考えられる。また、差分コンテンツの特徴量について、正負のみを判定基準にするだ
けでなく、例えば、絶対値が所定の閾値以上であるか否かを判定基準に加えるようにして
もよい。
【０１０１】
　そして、差分理由抽出部３３は、抽出した差分理由を示す情報を表示制御部３４に供給
する。
【０１０２】
(ＣＦを用いて生成された対象プレイリストの場合)
　次に、ＣＦを用いて生成された対象プレイリストから差分コンテンツおよび差分理由を
抽出する場合について説明する。
【０１０３】
　まず、評価付与部２５は、プレイリストを生成する場合と同様の方法により、アクティ
ブユーザのユーザプロファイルを用いて、対象プレイリスト内の各コンテンツのスコアを
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算出する。これにより、対象プレイリスト内の各コンテンツに対してアクティブユーザを
基準とするスコアが付与される。評価付与部２５は、対象プレイリストに関する情報にプ
レイリスト内の各コンテンツのスコアを示す情報を付与して、差分抽出部３１に供給する
。
【０１０４】
　差分抽出部３１は、対象プレイリスト内のコンテンツの中から、スコアが所定の閾値未
満のコンテンツを差分コンテンツとして抽出する。そして、差分抽出部３１は、対象プレ
イリストに関する情報に差分コンテンツの情報を付加して、差分保存部３２に保存する。
【０１０５】
　次に、差分理由抽出部３３は、比較対象ユーザとアクティブユーザの評価履歴（評価値
集合）の差異を差分理由として抽出する。
【０１０６】
　ＣＦを用いる場合、各ユーザの評価履歴を基準として、他のユーザとの評価履歴の類似
度を用いて各コンテンツの評価値が予測される。その結果、同様の評価履歴を持つユーザ
同士では、同じコンテンツに対してほぼ同様のスコアが付与される。従って、比較対象ユ
ーザとアクティブユーザの評価履歴が類似している場合、比較対象ユーザを基準にして生
成された対象プレイリスト内のコンテンツに対して、アクティブユーザを基準にして付与
されるスコアは、通常高くなると想定される。
【０１０７】
　一方、対象プレイリスト内にアクティブユーザのスコアが低いコンテンツが存在する場
合、比較対象ユーザとアクティブユーザの評価履歴の間に差があり、その差がアクティブ
ユーザのスコアが低くなった要因であると想定される。
【０１０８】
　そこで、差分理由抽出部３３は、フィードバック保存部２１に保存されているフィード
バック情報のうち、比較対象ユーザとアクティブユーザの両方が評価済みのコンテンツの
評価値を読み出す。そして、差分理由抽出部３３は、両者の評価値の差が所定の閾値以上
のコンテンツを差分理由として抽出する。なお、差分理由として抽出されるコンテンツは
、通常、対象プレイリストに含まれるコンテンツ以外のコンテンツが対象になる。
【０１０９】
　例えば、ユーザＵ１（アクティブユーザ）およびユーザＵ２（比較対象ユーザ）がとも
に、コンテンツＣ２１乃至Ｃ２３に対して、図１２に示されるように評価値を付与してい
る場合について検討する。この場合、評価値の差の閾値を３とすると、ユーザＵ１とユー
ザＵ２のコンテンツＣ２３に対する評価値の差が閾値より大きい４なので、コンテンツＣ
２３が差分理由として抽出される。
【０１１０】
　そして、差分理由抽出部３３は、抽出した差分理由を示す情報を表示制御部３４に供給
する。
【０１１１】
(ユーザが作成したルールを用いて生成された対象プレイリストの場合)
　次に、ユーザが作成したルールを用いて生成された対象プレイリストから差分コンテン
ツおよび差分理由を抽出する場合について説明する。
【０１１２】
　まず、評価付与部２５は、プレイリストを生成する場合と同様の方法により、アクティ
ブユーザのユーザプロファイルを用いて、対象プレイリスト内の各コンテンツのスコアを
算出する。これにより、対象プレイリスト内の各コンテンツに対してアクティブユーザを
基準とするスコアが付与される。評価付与部２５は、対象プレイリストに関する情報にプ
レイリスト内の各コンテンツのスコアを示す情報を付与して、差分抽出部３１に供給する
。
【０１１３】
　差分抽出部３１は、対象プレイリスト内のコンテンツの中から、算出したスコアが所定
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の閾値未満のコンテンツを差分コンテンツとして抽出する。そして、差分抽出部３１は、
対象プレイリストに関する情報に差分コンテンツの情報を付加して、差分保存部３２に保
存する。
【０１１４】
　次に、差分理由抽出部３３は、対象プレイリスト内の各コンテンツが満たす割合が低い
コンテンツ判定条件を差分理由として抽出する。
【０１１５】
　例えば、図９のプレイリストＰＬ１が対象プレイリストに選択され、アクティブユーザ
のユーザプロファイルに、（コンテンツ判定条件１：テンポが６０以上）ＡＮＤ（コンテ
ンツ判定条件２：音の密度が４０以上６０未満）というルールが示されている場合につい
て検討する。
【０１１６】
　この場合、プレイリストＰＬ１内の各コンテンツの特徴量（図６）を参照すると、コン
テンツ判定条件１は、プレイリストＰＬ１内の全てのコンテンツが満たしておらず、コン
テンツ判定条件２は、プレイリストＰＬ１内の２／３のコンテンツが満たしている。従っ
て、例えば閾値を１／３とすると、プレイリストＰＬ１内のコンテンツがコンテンツ判定
条件１を満たす割合が閾値以下の０なので、コンテンツ判定条件１が差分理由として抽出
される。
【０１１７】
　そして、差分理由抽出部３３は、抽出した差分理由を示す情報を表示制御部３４に供給
する。
【０１１８】
　なお、比較対象ユーザが自分で作成したプレイリストや、各ユーザに共通なプレイリス
トが対象プレイリストに設定されている場合、ユーザプロファイルの種類によって、差分
コンテンツおよび差分理由の抽出方法が異なる。
【０１１９】
　例えば、コンテンツの評価予測モデルに基づいてユーザプロファイルが作成されている
場合、上述したＣＢＦを用いて生成された対象プレイリストの場合と同様の方法により、
差分コンテンツおよび差分理由が抽出される。
【０１２０】
　また、各ユーザの評価値集合に基づいてユーザプロファイルが作成されている場合、上
述したＣＦを用いて生成された対象プレイリストの場合と同様の方法により、差分コンテ
ンツおよび差分理由が抽出される。なお、この場合、各ユーザに共通なプレイリストが対
象プレイリストに設定されている場合は、比較対象ユーザの評価履歴として、例えば、ア
クティブユーザ以外のユーザの評価履歴の平均が用いられる。
【０１２１】
　さらに、各ユーザが作成したルールに基づいてユーザプロファイルが作成されている場
合、上述したユーザが作成したルールを用いて生成された対象プレイリストの場合と同様
の方法により、差分コンテンツおよび差分理由が抽出される。
【０１２２】
　図１０に戻り、ステップＳ５４において、表示制御部３４は、プレイリストの表示を制
御する。具体的には、表示制御部３４は、対象プレイリストに関する情報を差分保存部３
２から読み出す。なお、この対象プレイリストに関する情報には、ステップＳ５２の処理
で抽出された差分コンテンツの情報が含まれる。
【０１２３】
　そして、表示制御部３４は、対象プレイリストを表示するためのプレイリスト表示デー
タを生成し、通信部３５およびネットワーク１３を介して、アクティブユーザのクライア
ント１２に送信する。これにより、アクティブユーザのクライアント１２において、対象
プレイリストが表示される。
【０１２４】
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　ここで、図１３乃至図１７を参照して、対象プレイリストの表示方法の具体例について
説明する。
【０１２５】
　図１３は、ＣＢＦを用いて生成された対象プレイリストの表示方法の例を示している。
この例では、ユーザＵ２のプレイリストおよびユーザＵ３のプレイリストが上下に並べて
表示されている。
【０１２６】
　まず、ユーザＵ２を表すアイコン１０１ａが左端に表示されている。その右に、ユーザ
Ｕ２のプレイリストに含まれるコンテンツを表すアイコン１０２ａ－１乃至１０２ａ－ｍ
が横に並べて表示されている。なお、アイコン１０２ａ－１乃至１０２ａ－ｍには、対応
するコンテンツ（楽曲）のジャケット等が用いられる。
【０１２７】
　ここで、アイコン１０２ａ－１乃至１０２ａ－ｍは、対応するコンテンツのアクティブ
ユーザのスコアが高い順に左から右に並べて表示される。従って、アクティブユーザとユ
ーザＵ２の評価が類似し、ともに評価が高いコンテンツほど、対応するアイコンが左に表
示される。一方、アクティブユーザとユーザＵ２の評価の差異が大きく、ユーザＵ２の評
価は高いが、アクティブユーザの評価は低いコンテンツほど、対応するアイコンが右に表
示される。従って、ステップＳ５２の処理で抽出された差分コンテンツに対応するアイコ
ンは、右端付近に表示される。
【０１２８】
　また、スコアの高低により各アイコンの大きさが区別して表示される。すなわち、コン
テンツのスコアが所定の閾値以上の場合、スコアが高くなるほど対応するアイコンが大き
なサイズで表示される。一方、コンテンツのスコアが所定の閾値未満の場合、スコアが低
くなるほど対応するアイコンが大きなサイズで表示される。
【０１２９】
　また、ユーザＵ２のプレイリストにアクティブユーザのスコアが低い差分コンテンツが
含まれる理由を示す差分理由１０３が合わせて表示されている。この例の場合、差分理由
として、”テンポが大きい”と表示されている。これにより、アクティブユーザの評価が
低い”テンポが大きい”コンテンツがユーザＵ２のプレイリストに含まれ、それが差分コ
ンテンツとして抽出されていることが分かる。
【０１３０】
　ユーザＵ３を表すアイコン１０１ｂ、および、ユーザＵ３のプレイリスト内のコンテン
ツに対応するアイコン１０２b－１乃至１０２ｂ－ｎについても、アイコン１０１ａ、お
よび、アイコン１０２ａ－１乃至１０２ａ－ｍと同様の方法により表示される。また、こ
の例では表示されていないが、ユーザＵ３のプレイリストに対しても、ユーザＵ２のプレ
イリストと同様に、差分理由を表示することが可能である。
【０１３１】
　これにより、アクティブユーザは、比較対象ユーザであるユーザＵ２およびユーザＵ３
を基準に生成されたプレイリストと自分の嗜好との間の差異を容易に把握することができ
る。また、そのような差異が生じた理由を容易に知ることができる。そして、アクティブ
ユーザは、他のユーザとの嗜好の差異を具体的に把握することにより、例えば、容易に好
みのプレイリストを検索し、選択することができるようになる。
【０１３２】
　図１４は、ＣＦを用いて生成された対象プレイリストの表示方法の例を示している。こ
の例では、ユーザＵ２のプレイリストが表示されている。
【０１３３】
　まず、ユーザＵ２を表すアイコン１１１が左端に表示されている。その右に、ユーザＵ
２のプレイリストに含まれるコンテンツを表すアイコン１１２－１乃至１１２－ｍが、図
１３の例と同じ基準に基づく順序およびサイズで表示されている。
【０１３４】
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　また、ユーザＵ２のプレイリストにアクティブユーザのスコアが低い差分コンテンツが
含まれる理由を示す差分理由１１３が合わせて表示されている。この例の場合、差分理由
として、ユーザＵ２とアクティブユーザとの間の評価の差が大きいコンテンツを示すアイ
コンが表示されている。
【０１３５】
　これにより、図１３の例と同様に、アクティブユーザは、比較対象ユーザであるユーザ
Ｕ２を基準に生成されたプレイリストと自分の嗜好との間の差異を容易に把握することが
できる。また、そのような差異が生じた理由を容易に知ることができる。
【０１３６】
　図１５は、プレイリスト内のコンテンツを示すアイコンの表示方法の変形例を示してい
る。この例では、ユーザＵ２のプレイリストが表示されている。
【０１３７】
　まず、ユーザＵ２を表すアイコン１２１ａと、アクティブユーザを表すアイコン１２１
ｂが左右の両端に分かれて表示されている。その間に、ユーザＵ２のプレイリスト内のコ
ンテンツを示すアイコン１２２－１乃至１２２－ｍが表示されている。ここで、アイコン
１２２－１乃至１２２－ｍは、アクティブユーザのスコアが低い順に左から右に並べて表
示される。
【０１３８】
　従って、アクティブユーザとユーザＵ２の評価が類似し、ともに評価が高いコンテンツ
ほど、対応するアイコンがアクティブユーザのアイコン１２１ｂ寄りに表示される。一方
、アクティブユーザとユーザＵ２の評価の差異が大きく、ユーザＵ２の評価は高いが、ア
クティブユーザの評価は低いコンテンツほど、対応するアイコンがユーザＵ２のアイコン
１２１ａ寄りに表示される。従って、ステップＳ５２の処理で抽出された差分コンテンツ
に対応するアイコンは、ユーザＵ２のアイコン１２１ａの近くに表示される。
【０１３９】
　これにより、アクティブユーザは、比較対象ユーザであるユーザＵ２を基準に生成され
たプレイリストにおいて、自分の嗜好に近いコンテンツと、自分の嗜好から遠く、ユーザ
Ｕ２の嗜好のみに近いコンテンツを容易に把握することができる。
【０１４０】
　なお、この例においても、図１３および図１４の例と同様に、差分理由を表示するよう
にすることが可能である。
【０１４１】
　図１６は、プレイリスト内のコンテンツを示すアイコンの表示方法の他の変形例を示し
ている。この例では、ユーザＵ２のプレイリストおよびユーザＵ３のプレイリストが上下
に並べて表示されている。
【０１４２】
　まず、ユーザＵ２を表すアイコン１３１ａが左端に表示されている。その右に、ユーザ
Ｕ２のプレイリストに含まれるコンテンツを示すアイコン１３２ａ－１乃至１３２ａ－ｍ
が、プレイリスト内の順序に従って左から右に並べて表示されている。
【０１４３】
　また、アイコン１３２ａ－１乃至１３２ａ－ｍのうち、アクティブユーザのスコアが所
定の閾値未満である差分コンテンツに対応するアイコン１３２ａ－３，１３２ａ－ｍが強
調されるように、他のアイコンと区別して表示されている。差分コンテンツのアイコンの
表示方法は、他のアイコンと区別することが可能であれば、特に限定されるものではなく
、例えば、アイコンの色や枠線の種類等により区別して表示される。
【０１４４】
　ユーザＵ３を表すアイコン１３１ｂ、および、ユーザＵ３のプレイリスト内のコンテン
ツに対応するアイコン１３２b－１乃至１３２ｂ－ｎについても、アイコン１３１ａ、お
よび、アイコン１３２ａ－１乃至１３２ａ－ｍと同様の方法により表示される。
【０１４５】
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　これにより、アクティブユーザは、比較対象ユーザであるユーザＵ２およびＵ３を基準
に生成されたプレイリストと自分の嗜好との間の差異を容易に把握することができる。ま
た、アクティブユーザは、自分の嗜好と異なる差分コンテンツのプレイリスト内の位置を
容易に把握することができる。
【０１４６】
　なお、この例においても、図１３および図１４の例と同様に、差分理由を表示するよう
にすることが可能である。
【０１４７】
　図１７は、プレイリスト内のコンテンツの表示方法の変形例を示している。この例では
、ユーザＵ２のプレイリストが表示されている。
【０１４８】
　まず、ユーザＵ２を表すアイコン１４１が左端に表示されている。その右に、アクティ
ブユーザのスコアが所定の閾値以上のコンテンツと、閾値未満の差分コンテンツが左右に
分かれて表示されている。この例では、中央に表示されているコンテンツＣ１乃至Ｃ３が
、アクティブユーザのスコアが閾値以上で、アクティブユーザとユーザＵ２の評価が類似
するコンテンツである。また、右端に表示されているコンテンツＣ５、Ｃ８、Ｃ７が、ア
クティブユーザのスコアが閾値未満で、アクティブユーザとユーザＵ２の評価の差異が大
きい差分コンテンツである。
【０１４９】
　なお、コンテンツの表示順は、例えば、スコア順に表示するようにしてもよいし、プレ
イリスト内の順序に従って表示するようにしてもよい。また、中央に表示されるコンテン
ツと右端に表示されるコンテンツとで、フォントの種類や色を変えるようにしてもよい。
【０１５０】
　以上のようにして、ユーザは、サーバ１１から提供されるプレイリストと自分の嗜好と
の間の差異を容易に把握することができる。また、そのような差異が生じた理由を容易に
知ることができる。そして、ユーザは、他のユーザとの嗜好の差異を具体的に把握するこ
とにより、例えば、容易に好みのプレイリストを検索し、選択することができるようにな
る。
【０１５１】
＜２．変形例＞
　以下、上述した本技術の実施の形態の変形例について説明する。
【０１５２】
［変形例１：比較対象ユーザの変形例］
　比較対象ユーザ（第１のユーザ）は、１人に限定されるものではない。すなわち、例え
ば、複数のユーザ群を基準に生成されたプレイリストを対象プレイリストに選択し、当該
複数のユーザ群を比較対象ユーザに設定し、差分コンテンツと差分理由を抽出するように
することが可能である。
【０１５３】
　また、比較対象ユーザ（第１のユーザ）をアクティブユーザ（第２のユーザ）自身に設
定することも可能である。すなわち、例えば、過去にアクティブユーザを基準に生成され
たプレイリストを対象プレイリストに選択し、過去のアクティブユーザを比較対象ユーザ
に設定し、差分コンテンツと差分理由を抽出するようにすることが可能である。これによ
り、アクティブユーザは、過去の自分と現在の自分との間の嗜好の差異を把握することが
できる。
【０１５４】
［変形例２：リスト表示する対象の変形例］
　また、本技術を用いてリスト表示する対象は、上述した例に限定されるものではない。
例えば、本技術は、音楽や動画以外にも、書籍、ゲーム、ソフトウエア、ウエブサイト、
ニュース、広告等、文字、音声、画像等を用いた各種のコンテンツをリスト表示する場合
に適用することができる。
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【０１５５】
　また、本技術は、コンテンツ以外のアイテム、例えば、各種の商品やソーシャルサービ
ス上のユーザ等をリスト表示する場合にも適用することができる。例えば、他のユーザが
評価または購入した商品のリストをアクティブユーザに提示する場合に、上述した例と同
様に、アクティブユーザを基準とするスコアを各商品に付与し、付与したスコアに基づい
て商品のリストの表示を制御することが考えられる。
【０１５６】
［コンピュータの構成例］
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コン
ピュータには、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラ
ムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソ
ナルコンピュータなどが含まれる。
【０１５７】
　図１８は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１５８】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）４０１，ROM（Read Only Mem
ory）４０２，RAM（Random Access Memory）４０３は、バス４０４により相互に接続され
ている。
【０１５９】
　バス４０４には、さらに、入出力インタフェース４０５が接続されている。入出力イン
タフェース４０５には、入力部４０６、出力部４０７、記憶部４０８、通信部４０９、及
びドライブ４１０が接続されている。
【０１６０】
　入力部４０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部４０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部４０８は、ハードディスクや不揮発性の
メモリなどよりなる。通信部４０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドラ
イブ４１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリ
ムーバブルメディア４１１を駆動する。
【０１６１】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU４０１が、例えば、記憶部４０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース４０５及びバス４０４を介して、RAM
４０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１６２】
　コンピュータ（CPU４０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等
としてのリムーバブルメディア４１１に記録して提供することができる。また、プログラ
ムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線
または無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０１６３】
　コンピュータでは、プログラムは、リムーバブルメディア４１１をドライブ４１０に装
着することにより、入出力インタフェース４０５を介して、記憶部４０８にインストール
することができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部３
５９で受信し、記憶部４０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、
ROM４０２や記憶部４０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１６４】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。



(19) JP 5846442 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

【０１６５】
　また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素（装置、モジュール（部品）
等）の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがっ
て、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、１
つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている１つの装置は、いずれも、システムで
ある。
【０１６６】
　さらに、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技
術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１６７】
　例えば、本技術は、１つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処
理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
【０１６８】
　また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、１つの装置で実行する他、複数
の装置で分担して実行することができる。
【０１６９】
　さらに、１つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その１つのステップに含ま
れる複数の処理は、１つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができ
る。
【０１７０】
　また、例えば、本技術は以下のような構成も取ることができる。
【０１７１】
（１）
　第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテムに第２のユーザを基準とする評価
を付与する評価付与部と、
　前記第２のユーザを基準とする評価に基づいて前記リストの表示を制御する表示制御部
と
　を備える情報処理装置。
（２）
　前記第２のユーザの基準とする評価が低いアイテムが前記リストに含まれる理由を抽出
する理由抽出部を
　さらに備え、
　前記表示制御部は、抽出された前記理由を前記リストとともに表示するように制御する
　前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記評価付与部は、アイテムの特徴量に基づいて前記第２のユーザのアイテムに対する
評価を予測するモデルを用いて前記リスト内のアイテムに評価を付与し、
　前記理由抽出部は、アイテムの特徴量のうち前記第１のユーザと前記第２のユーザとの
間の評価の差が大きい特徴量を前記理由として抽出する
　前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記評価付与部は、前記第２のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準と
する協調フィルタリングにより前記リスト内のアイテムに評価を付与し、
　前記理由抽出部は、前記第１のユーザと前記第２のユーザが評価済みのアイテムのうち
両者の評価の差が大きいアイテムを前記理由として抽出する
　前記（２）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記評価付与部は、前記第２のユーザが作成した条件に基づいて、前記リスト内のアイ
テムに評価を付与し、
　前記理由抽出部は、前記リスト内のアイテムが満たす割合が低い前記条件を前記理由と
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　前記（２）に記載の情報処理装置。
（６）
　アイテムの特徴量に基づいて各ユーザのアイテムに対する評価を予測するモデルを学習
する学習部を
　さらに備え、
　前記評価付与部は、前記第１のユーザの前記モデルを用いて生成された前記リスト内の
アイテムに前記第２のユーザの前記モデルを用いて評価を付与する
　前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（７）
　前記評価付与部は、前記第１のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準と
する協調フィルタリングにより予測される評価に基づいて生成された前記リスト内のアイ
テムに、前記第２のユーザが過去に付与したアイテムに対する評価を基準とする協調フィ
ルタリングにより評価を付与する
　前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（８）
　前記評価付与部は、前記第１のユーザにより作成された条件に基づいて生成された前記
リスト内のアイテムに、前記第２のユーザにより作成された条件に基づいて評価を付与す
る
　前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（９）
　前記表示制御部は、前記リスト内のアイテムを前記第２のユーザを基準とする評価によ
り区別して表示するように制御する
　前記（１）乃至（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　前記表示制御部は、前記第２のユーザを基準とする評価が低いアイテムを強調して表示
するように制御する
　前記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）
　情報処理装置が、
　第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテムに第２のユーザを基準とする評価
を付与し、
　前記第２のユーザを基準とする評価に基づいて前記リストの表示を制御する
　ステップを含む情報処理方法。
（１２）
　第１のユーザを基準に生成されたリスト内のアイテムに第２のユーザを基準とする評価
を付与し、
　前記第２のユーザを基準とする評価に基づいて前記リストの表示を制御する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１７２】
　１　情報処理システム,　１１　サーバ，　１２－１乃至１２－ｎ　クライアント，　
２２　プロファイル作成部，　２５　評価付与部，　２６　プレイリスト生成部，　３０
　プレイリスト選択部，　３１　差分抽出部，　３３　差分理由抽出部，　３４　表示制
御部
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